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「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」（厚生労働省）
に基づく企業の取り組みを支援しています

１疾病を抱える労働者の状況
２地域両立支援推進チーム（オール滋賀）

設置による両立支援の推進
３「両立支援コーディネーター」の養成
４治療と仕事の両立支援助成金



１疾病を抱える労働者の状況



主要死因別死亡率年次推移（公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計2021」）



年齢階級別がん罹患リスク（公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計2021」）





２地域両立支援推進チーム
（オール滋賀）

設置による両立支援の推進



実施
体制

滋賀労働局は滋賀県とともに、治療と仕事の両立に関する合同会議を設置し、事業者団体、労働組

合、医療機関や学識経験者等と連携し、オール滋賀で推進しています。

治療と仕事の両立に関する合同会議
（事務局 滋賀県※１、滋賀労働局※２）
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※１健康医療福祉部健康寿命推進課
商工観光労働部労働雇用政策課

※２労働基準部健康安全課
職業安定部職業安定課
雇用環境・均等室会議で議論した内容を実施 取組内容を会議に報告

滋賀産業保健
総合支援ｾﾝﾀｰ

← どこに相談して良いかわからない
どうやって取り組めば良いかわからない●患者向け・事業者向けのリーフレットの作成・配布

●両立支援促進員（滋賀産業保健総合支援センターに配置）によ
る出張相談
※令和3年9月現在がん拠点病院8機関に相談窓口設置

← 会社の実情にあった両立支援の方法を一緒に考え
てほしい

●事業者と医療機関との連携に必要なツールの活用促進 ← どんな仕事をしているかわからない（医療機関）
どんな仕事ならできるかわからない（会社）

●両立支援に係る助成金の活用促進 ← 両立支援に取り組む費用が無い

（参考）抱えている課題

滋賀県立
総合病院

「滋賀産業保健総合
支援センター」にお
問い合わせください
電話番号：０７７－
５１０－０７７０

●相談先一覧表の作成・公表





両立支援出張相談窓口開設病院（滋賀産保センター協定病院）



３「両立支援コーディネーター」
の養成







４治療と仕事の両立支援助成金



【環境整備コース】
事業者が、新たに両立支援制度の導入（勤
務制度や休暇制度など）を行い、かつ、新
たに両立支援コーディネーターを配置した
場合に助成します。
１企業当たり、200,000 円を１回限り助成
します。

【制度活用コース】
事業者が、配置している両立支援コーディ
ネーターを活用し、両立支援制度を用いた両
立支援プランを策定し、実際に適用した場合
に助成します。
１企業当たり、有期雇用契約者1回、無期雇
用契約者各1回限り200,000 円を助成します

令和3年度から申請要件
を見直し、利用し易く
なりました



最後に最後に
健康習慣で、心臓病、脳血管疾患のみならず、がんになるリス
クは約40％下がります。また、ウイルスや細菌への感染が原因
となるがんが、がん全体の約20％あり、がん検診は大切です
しかしどれだけ気をつけていても、交通事故や自然災害のよう
に、誰もががんになり、心臓・脳血管の発作に襲われるリスク
があります。まずは会社としての備え（社内教育、制度・相談
体制導入等）を行い、実際に、病気の治療をしながら働く従業
員から申し出があれば、安心・安全を守るため、医療機関等と
の連携が速やかに行えるよう、早めに滋賀産保の両立支援サー
ビス（無料）をご利用下さい
産業医等のいない50人未満事業場には、毎年の健康診断の後、
慢性疾患等ハイリスクの方、メンタル不調の方等との個別健康
相談（無料）を実施していますのでご利用下さい


